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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和３年７月２３日 １３時００分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市志下
し げ

海岸西方沖 

 静浦港馬込
ま ご め

１号防波堤灯台から真方位３３３°９４０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０３.９′ 東経１３８°５２.４′） 

事故の概要  プレジャーボートWIZARD
ウ ィ ザー ド

Ⅱは、西南西進中、船首方から波を受けて

浸水し、転覆した。 

 WIZARDⅡは、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和３年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート WIZARDⅡ、５トン未満 

 ２４０－４５８４１静岡、個人所有 

 ４.８５ｍ（Lr）×２.１８ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、６９.８７kＷ、平成１０年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１８年７月２１日 

  免許証交付日 令和３年５月２７日 

         （令和８年７月２０日まで有効） 

操縦者 ４２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年７月２７日 

  免許証交付日 令和２年７月２６日 

         （令和７年７月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機及び電気系統に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、波向 西南西、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長及び操縦者が乗り組み、マリンレジャーの目的で、令

和３年７月２３日０７時００分ごろ沼津市狩野川沿いのマリーナ（以
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下「本件マリーナ」という。）を出航し、同市志下海岸沿いでウェイ

クボードや釣りを行っていたところ、昼頃から波が高くなってきたの

で、１２時５３分ごろ海岸沿いから沖に避難することとした。（写真

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、操縦者が右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、船長

がその左舷側の座席に腰を掛け、船長と操縦者が漂泊場所を相談しな

がら、約２０km/h の対地速力で西南西進し、前方から向かってくる高

さ０.５ｍ前後の波を斜め前方から乗り越えるように航行した。 

 操縦者は、本船が波を乗り越えたのち船首が下方に向いたとき、前

方に大きな波を認めた直後、１２時５５分ごろ同波が操縦席前面の窓

ガラス付近まで打ち込んできたので、とっさに主機を中立運転とし

た。 

 本船は、船内に海水が浸入して滞留し、機関室に設置した排水ポン

プが作動したが、すぐに次の波が打ち込んできて主機が停止し、船首

部が海面下に沈んで水船状態となり、船長及び操縦者が携帯電話を持

って本船から海に飛び込んだ後、１３時００分ごろ何度か波を受けて

いるうちに転覆した。 

 船長は、本件マリーナに本事故の発生を連絡して海上保安庁への通

報を依頼し、操縦者と共に、本船から流出した座席シートにつかまっ

て陸岸に向けて流された後、沼津市静浦漁港港口にある沼津市瓜島に

泳いで上陸した。 

 本船は、転覆した状態で静浦漁港内に流れ着き、本件マリーナから

依頼を受けた付近のマリーナの職員によって同漁港に陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、船首区画にも座席を配置し、操縦席前面の窓ガラス３枚の

うち中央の窓ガラスが左舷側に開閉式となって操縦区画中央に船首区

画との通路（以下「本件通路」という。）を設けており、本事故当

時、中央の窓ガラスを閉じていたものの、その下方が開口している状

写真１ 本船左舷側 
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態であった。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船の乾舷（海面から舷縁までの高さ）は、約５０～６０cm であっ

た。 

 船長及び操縦者は、沖に向けて航行中、操縦席前面の窓ガラスにし

ぶきが掛かり、船首方が見えにくい状況であり、大きな波が接近して

いることに気付かなかった。 

 船長は、ふだんから志下海岸沿いで遊走中、波が高くなってきたら

沖に出て波を避けており、本事故時、出航前に気象情報を確認し、昼

過ぎから西寄りの風が強くなるとの予報から波が高くなると予想して

いたが、潮位の関係で狩野川が通航できる１５時以降に本件マリーナ

に戻る予定で、波が高くなれば、ふだんどおり沖に避難する予定とし

ていた。 

 船長は、本事故後、マリーナ関係者との会話の中で、荒天時、小型

船舶が静浦漁港に一時的に避難した過去事例があることを知った。 

 本事故当時、船長及び操縦者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、本件通路により船首側が開口している船型であり、西南西

風が強まって波が高くなっている状況下、海岸沿いから沖に向けて航

行したことから、志下海岸西方沖を西南西進中、直前の波を乗り越え

たのち船首が下方に向いた状態で船首方から波を受け、本件通路から

海水が浸入して水船状態となり、更に波を受けて転覆したものと考え

られる。 

 船長は、ふだんから波が高くなったら沖に出て波を避けていたこ

と、及び潮位の関係で１５時以降に本件マリーナに戻る予定であった

ことから、西南西風が強まり、波が高くなっている状況で海岸沿いか

写真２ 本船船首部 

 窓ガラス 
（中央が開いて 
いる状態） 

座席 

本件通路 
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ら沖に向けて航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、西南西風が強まって波が高くなっている状況下、本件通

路により船首側が開口している船型の本船が、海岸沿いから沖に向け

て航行したため、志下海岸西方沖を西南西進中、直前の波を乗り越え

たのち船首が下方に向いた状態で船首方から波を受け、本件通路から

海水が浸入して水船状態となり、更に波を受けて転覆したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、荒天時に避難できる海域を事前に調査するとともに、自

船の堪航性を考慮し、気象又は海象が悪化する前に帰航又は避難

すること。 

 ・小型船舶の操船者は、窓ガラスに掛かったしぶき等を随時拭くな

どして、できる限り船首方の視界を明瞭にすること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼津港 

沼津市 

静岡県 

事故発生場所 
（令和３年７月２３日 
１３時００分ごろ発生） 

静浦港馬込１号 
防波堤南灯台 

静浦漁港 

駿河湾 

内浦湾 

瓜島 

本件マリーナ 


